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教育委員会定例会会議録 

 

開催日時  平成２９年８月２９日（火） 午前 9時～ 

 

開催場所  橋本市教育文化会館 4 階 第 7展示室 

 

出席委員  教育長職務代行者   清田 信      

      委     員   田中 敬子  米田 惠一  中尾 悦子 

      教  育  長   小林 俊治 

 

出席職員  教育総務課長      北岡 慶久   学校教育課長      中尾 充雄 

中央公民館長      海堀 不二夫   社会教育課長      水林 正美 

文化スポーツ室長    大西 基夫   図書館長        井澤 清 

社会教育課副主査    森本 顕久 

教育総務課長補佐    中田  幸    

     

1 開式 

 

2 前回会議録の承認について 

 

3 会議録署名委員の指名について 

 

4 報 告 事 項 

報告第１号 教育状況について 

報告第２号 橋本市子ども冒険村について 

報告第３号 学文路地区公民館の建設について 

報告第４号 橋本市教育基金条例の一部を改正する条例について 

 

 

5 付 議 事 項 

 

 

 

6 そ の 他 
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 会議の概要 

 

教育総務課長 

 

 

清田委員 

 

教育総務課長 

 

 

田中委員 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会 午前９時００分 

 

これより教育委員会８月の定例会を始めたいと思います。 

まず初めに、前回の会議録の承認について、清田委員お願いします。 

 

適確に記述されておりました。 

 

ありがとうございます。 

本日の会議録の署名委員は田中委員よろしくお願いします。 

 

はい。 

 

それでは報告事項に入らせて頂きます。報告第１号教育状況について、教育長よ

ろしくお願いします。 

 

それでは、最近の教育状況について報告します。 

小中学校の夏季休業も残り２日になりました。夏季休業中、子どもたちの生活を 

巡っては、大きなトラブルがあったという報告は、特に受けていません。夏季休業

中は、中体連の伊都地方大会、近畿大会、全国大会、また、学童水泳記録会、前畑

古川記念大会、校区の様々なイベント、サマースクール、補充授業等、色々な取組

が行われました。その中で、恋野小学校は自転車競技で２６年連続県大会優勝、中

学校では、県大会・近畿大会に多くの部が出場し、特に紀見北中学校柔道部個人と

団体が全国大会に出場しました。また、それぞれ学校は違いますが、少林寺の中学

生の部で全国大会優勝、世界大会３位という成績を収めていただきました。また、

空手の小学生の部で全国大会優勝の報告も受けています。猛暑の中、市内の子ども

たちは良く頑張ったと思います。 ８月１日（火）から４日（金）にかけて、花園

で子ども冒険村を実施しました。小学５年生５５名とジュニアリーダー２０名が参

加し、いろいろな体験活動をおこなうことができました。 

 ８月１０日（木）に子ども議会議員の任命式を行い、８月２１日（月）に事前学 

習会を行いました。今年は、２回目となる子ども議会ですが、１２名の中学生と団 

体１校が参加していただきます。１１月５日（日）の議会開催に向け、後１回の事 

前学習会を予定しています。 

 また、８月１９日（土）に開催しました、教育フォーラムにつきまして出席あり 

がとうございました。委員の皆様からご意見をいただき、来年度に反映させていき 

たいと考えています。 

 ８月１８日に全国学力学習状況調査の結果が届きました。詳細な分析について

は、次回教育委員会で行いたいと考えています。ただ、私自身思うのは、今の取

り組みを継承しつつ、小中学校ともに（特に小学校ですが）学力の低位な子ども

を大切にすることが重要であると考えます。校長会でも伝えています。 

 また、８月２７日（日）にきしかみ子ども館で夏休みこどもまつりが行われまし 

た。多くの子どもや保護者が参加して楽しい時間を過ごしました。 
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教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

米田委員 

 

社会教育課長 

 

米田委員 

 

 

社会教育課長 

 

さて、あと少しで、夏季休業も終了します。多くの子どもたちは、この休みを通

して、心身ともに成長して学校にやって来ると思いますが、様々な要因から状況が

悪化して登校して来る子ども、また、登校しなくなる子どもも出てくるかも知れま

せんし、最悪自殺ということもありうるのが、この時期であります。昨日の校長会

でも、一人ひとりの子どもの状況把握と支援をお願いしたところです。 

最後に、９月１６日（土）に中学校の体育大会と、その後になりますが、残っ

ている３小学校の運動会が開催されます。ご出席の程よろしくお願い申し上げ、

教育状況の報告とさせて頂きます。 

 

このことについて、ご質問ご意見等ございませんか。ないようですので以上で報

告第１号を終了します。報告第２号より教育長の進行でお願いします。 

 

続いて、報告第２号 橋本市子ども冒険村について社会教育課長からよろしくお 

願いします。 

 

報告第２号 橋本市子ども冒険村について説明します。 

資料として開催要項を配っています。開催日は、８月 1日から４日で、かつらぎ

町の新子ふるさと村で実施しました。参加者は、５５名でした。当初募集は４０名

でしたが、市内の各高校と笠田高校を回って協力してくれる方を探しまして、当日

参加できる青年リーダーは４人増えていたため、５５名で実施できました。男子２

２名、女子３３名です。８月１日がいつも出発式を行っている清水小学校の登校日

に当たるということで、隅田小学校に変更しました。実施期間中は、天候に恵まれ

行事もスムーズに行われました。看護師も２名同行いただき、事故もなく安全面で

も問題なかったです。 

また、観光庁から自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについ

て通知が８月３日に届きました。自治体が実質的にツアーの企画・運営に関与して、

かつ営利性、事業性がないものであれば、旅行業法の適用がないと解されるとの内

容でしたので、橋本市子ども冒険村についても実質的企画・運営し営利性もないた

め今後も現行通りに実施いたします。以上で報告終わります。 

 

このことについて、ご質問ご意見等ございませんか。 

 

今回、通知が来る前の実施だったので、日の丸観光に委託しましたか。 

 

要綱で変更しました。 

 

来年からは必要ありませんよね。送迎については日の丸観光に委託しています

が、従来から利用していますか。 

 

はい。利用しています。市のマイクロバスだけでは足りないため、今回はマイク

ロバス２台で送迎しました。 
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米田委員 

 

 

社会教育課 

副主査 

 

 

米田委員 

 

 

田中委員 

 

 

社会教育課長 

 

 

田中委員 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課 

副主査 

 

中尾委員 

 

社会教育課長 

 

中尾委員 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

田中委員 

 

 

マイクロバスの費用を他のコミュニティバス等を利用することで受益負担４千

円をなくす、または減らすことはできないですか。 

 

バスの費用は受益負担の対象ではなく、委託費に含まれています。バスの費用に

ついても実際に他のバスを利用することは困難ですので、受益負担を減額すること

は難しいです。 

 

現地集合、現地解散もありませんか。バスの費用が係るので安くできないかと思

いますので他のバス等を活用できないか検討して報告して下さい。以上です。 

 

ジュニアリーダーの人数確保が大変だったとのことですが、４名追加で来ていた

だいた学年は何年生ですか。その後青年リーダーになってもらえましたか。 

 

お手伝いではなく、青年リーダーの追加募集を行い、高校１年生が３名、高校２

年生が１名が７月から参加してくれました。今後も参加してくれます。 

 

リーダーにとっても非常に良い経験だと思うので、また募集してもらえたらと思

います。 

 

ジュニアリーダー研修を受けて青年リーダーになってもらえるのはどれぐらい

の割合ですか。 

 

冒険村の参加者とジュニアリーダー研修の参加者の約半数の人がリーダーを担

っています。 

 

旅行業法での責任者とは誰になりますか。 

 

統括責任者は社会教育課長になります。 

 

昨年よりも子どもたちや青年リーダーに活気がなかったように思えましたが。 

 

昨年は参加者が７０名だったので、非常に活気があったと思います。しかし、テ

ントに７人が寝泊まりして狭かったので、大変でした。青年リーダーも昨年度は人

数も多く、大学生も多く経験を積んだ青年リーダーだったので盛り立ててくれてい

ました。今年は高校生の女子が多く大人しい子が多かったと思います。しかし経験

を積んで、自分たちも楽しめるように取り組んでいくと目標を決めていましたの

で、どんどん活気が出てくると思います。 

 

４名の青年リーダーは事前研修をされましたか。 
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社会教育課長 

 

 

教育長 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

田中委員 

 

 

中央公民館長 

 

 

田中委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

中央公民館長 

 

 

 

 

米田委員 

事前研修は青年リーダー全員で７月上旬に現地で行って、新しい青年リーダーも

参加してくれました。本番の流れも把握してくれていました。 

 

ありがとうございました。 

それでは、報告第３号 学文路地区公民館の建設について中央公民館長からよろし

くお願いします。 

 

報告第３号 学文路地区公民館の建設について説明します。現在の学文路地区公

民館は昭和５７年に橋本市南馬場に開館して築３５年になります。平成２５年から

橋本中学校、学文路中学校、西部中学校の３中学校統合に向けての統合準備会が開

かれました。学文路中学校の跡地利用についての協議の中で、こども園と学文路地

区公民館をとの声を受けて進めて参りました。当初平成３１、２年頃の開設を目指

していましたが、こども園が開設してから隣接する公民館を建設すると工事の関係

で園児の安全面等から、こども園開設の平成３１年４月には間に合いませんが平成

３１年の５、６月頃開館に向けて進めています。８月１０日に文教厚生委員会への

報告などを行いました。参考として位置図を添付しています。また設計図もつけて

いますがサークル代表者などの意見をできる限り反映していきます。体育館は現在

の社会体育施設、拠点避難所として継続していきます。 

 

この学文路地区公民館の報告について何かご質問、ご異議などはありませんか。 

 

体育館は災害時に拠点避難所となるとのことですが、こども園も近くにあります

ので公民館に授乳室やおむつ替えなどの設置は検討されていますか。 

 

図面上では確認できていませんが、恐らく検討していると思いますので確認しま

す。 

 

特に避難場所の近くに開館されるので、乳幼児の避難も想定してほしいと思いま

す。また、車の飛び出しに注意しないといけないので、出来ればこども園開園前に

公民館の建設工事を終えてほしいと保護者の立場からお願いしたいのですが無理

ですか。 

 

日程については基本デザインなのですが、今からのスケジュールだと難しいです

か。 

 

工事の担当者からは、かなり難しいと聞いています。こども園開園後から公民館

開園までの期間は、完成までの内装などが中心になる予定で外装については３月ま

でに終わる事が出来るように協議しています。 

 

 

報告事項になっているのですが、委員の意見によって反映されることはあります
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

米田委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育総務 

課長補佐 

 

 

教育長 

 

中尾委員 

 

 

教育総務 

課長補佐 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

基本的に報告事項ですので、決定事項となりますが、この会議の意見は出来る限

り反映していきたいと思います。例えば、学文路地区公民館を建設するといったフ

レームについては変更できない場合が多いですが、日程が早くなった事と内装につ

いては委員の意見を反映していきたいと思います。ただし、予算やスペースの問題

もありますので、反映できない場合もあります。グラウンドの全面舗装は構造上の

問題もあります。西側の道の拡幅も言われているが難しい状況です。教育委員会会

議についても、同様に協議して報告事項でも検討できる所は修正していきます。 

 

終わったことを報告事項としてあげることは理解できますが、現在進行中の内容

についても報告事項になっています。報告事項と付議事項の精査について検討して

下さい。 

 

検討します。他にありませんか。なければ報告を終わります。 

続いて報告第４号 橋本市教育基金条例の一部を改正する条例について、教育総

務課課長補佐からお願いします。 

 

報告第４号 橋本市教育基金条例の一部を改正する条例についてを説明します。

故安川忠治氏のご遺志として頂いた寄付金を活用するために、安川忠治教育基金の

追加に伴う改正となります。使い方については検討中です。 

 

ご質問、ご意見等ございませんか。 

 

教育基金条例のうち図書館充実基金がありますが、どなたからの寄付となってい

ますか。 

 

様々な方からご寄付頂いていますが、お名前の掲載等をご希望されない場合や、

少額の場合などを集約しています。 

 

他にありませんか。なければ、報告事項を終了します。今回付議事項はありま

せん。 

 

（その他） 

１ 高野口地区公民館の分館等について 

２ 信太小学校について 

３ 学力テストについて 

 

それでは、次回９月の前日会は９月２５日（月）の９時、定例会は９月２８日（木）

の９時からになります。それでは８月の定例会を終了します。 
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（午前１１時１０分） 

 

署    名    委   員 

 

  

 


